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第１章 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

１．環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

「環境影響評価法」第 7条の規定に基づき、当社は、環境の保全の見地からの意見を求め

るため、環境影響評価方法書（以下、「方法書」という。）を作成した旨及びその他事項を公

告し、方法書及び要約書を公告の日から起算して 1月間の縦覧に供するとともに、インター

ネットの利用により公表した。 

 

（1）公告の日 

平成 27年 5月 8日（金） 

 

（2）公告の方法 

① 日刊新聞紙による公告 

平成 27年 5月 8日（金）付けで、次の日刊新聞紙に「公告」を掲載した。〔別紙 1参照〕 

・福島民報（朝刊 29面） 

・福島民友（朝刊 25面） 

② 上記の公告に加え、以下の「お知らせ」を実施した。 

・自治体及び当社ホームページへの掲載 

a．福島県ホームページに平成 27年 5月 8日（金）から掲載〔別紙 2参照〕 

b．当社ホームページに平成 27年 5月 8日（金）から掲載〔別紙 3参照〕 

 

（3）縦覧場所等 

自治体庁舎 3箇所にて縦覧を実施した。 

また、当社ホームページにおいてインターネットの利用により公表した。 

① 自治体庁舎 

・福島県庁 生活環境部環境共生課 西庁舎 8階（福島市杉妻町 2‐16） 

・相馬市役所 生活環境課 本庁舎 1階（相馬市中村字大手先 13） 

・新地町役場 町民課 庁舎 1階（相馬郡新地町谷地小屋字樋掛田 30） 

② インターネットの利用による公表 

・当社ホームページ上に方法書及び要約書を公表した。 

http://www.f-gp.co.jp〔別紙 4参照〕 

 

（4）縦覧期間等 

平成 27年 5月 8日（金）から平成 27年 6月 8日（月）までとした（土曜日・日曜日を除

く）。縦覧時間は、各縦覧場所とも 9時 00分から 17時 00分までとした。 

なお、インターネットの利用による公表については、平成 27年 5月 8日（金）から意見

書の提出期限となる平成 27年 6月 22日（月）まで閲覧可能とした。 
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（5）縦覧者数 

縦覧者名簿記載者数    9名 

 （内訳）・福島県庁 生活環境部環境共生課  0名 

     ・相馬市役所 生活環境課   2名 

     ・新地町役場 町民課   7名 

 

２．環境影響評価方法書についての説明会の開催 

「環境影響評価法」第 7条の 2の規定に基づき、方法書の記載事項を周知するための説明

会を開催した。 

説明会の開催の公告は、方法書の縦覧等に関する公告と同時に行った。 

 

開催日時 開催場所 来場者数 

平成 27年 5月 21日（木） 

18 時 30分から 19時 40分まで 

新地町農村環境改善センター 大集会室 

（相馬郡新地町谷地小屋字樋掛田 40‐1） 
39名 

 

３．環境影響評価方法書についての意見の把握 

「環境影響評価法」第 8条第 1項の規定に基づき、環境の保全の見地からの意見を有する者

の意見書の提出を受け付けた。 

 

（1）意見書の提出期間 

平成 27年 5月 8日（金）から平成 27年 6月 22日（月）（縦覧期間及びその後 2週間）ま

で受け付けた。なお、郵送受付は当日消印有効とした。 

 

（2）意見書の提出方法 

環境保全の見地からの意見は、次の方法で受け付けた。 

① 縦覧場所に備え付けた意見書箱への投函（縦覧期間） 

② 当社への郵送による書面の提出（縦覧期間及びその後 2週間） 

意見書の提出方法は、公告及び当社ホームページ上へ掲載するとともに、説明会において

も来場者へ説明を行った。 

意見書の用紙〔別紙 5参照〕は、縦覧場所に備え付けるとともに当社ホームページ上から

入手できる方法とした。 

 

（3）意見書の提出状況 

提出された意見はなかった。 
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第２章 環境影響評価方法書について提出された環境の保全の見地からの意見の概要とこれに対

する事業者の見解 

 

「環境影響評価法」第 8条第 1項の規定に基づいて、事業者に対して意見書の提出により述べ

られた環境の保全の見地からの意見はなかった。 

 

「環境影響評価法」第 9条及び「電気事業法」第 46条の 6第 1項の規定に基づく、方法書につ

いての意見の概要並びにこれに対する事業者の見解はない。 
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別紙 1 

日刊新聞紙に掲載した公告内容 

（福島民報，福島民友） 

 

○ 平成 27年 5月 8日（金）掲載 
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別紙 2 

福島県ホームページに掲載したお知らせ 

 

○ 平成 27年 5月 8日（金）から掲載 
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別紙 3 

○ 平成 27年 5月 8日（金）から掲載 

当社ホームページに掲載したお知らせ内容(1) 
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当社ホームページに掲載したお知らせ内容(2) 
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別紙 4 

当社ホームページに掲載した方法書の内容 

○ 平成 27年 5月 8日（金）から平成 27年 6月 22日（月）まで掲載 
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別紙 5 

相馬港天然ガス発電所（仮称）設置計画 

環境影響評価方法書に対する意見書 

お 名 前 

 

 
 

 

ご 住 所 〒    -      

 

 

（℡    -    -    ） 

環境影響評価法第８条の規定に基づき、環境の保全の見地からの意見を、次のとおり提出する。 

ご意見の項目 
ご  意  見 

（日本語により意見の理由を含めてご記入ください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【項目の例】 

大気質、騒音・振動、 

水質、人と自然との触

れ合いの活動の場、 

動物・植物、景観、 

廃棄物、温室効果ガス 

等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

注：1.環境影響評価法施行規則第４条の規定により、必ずお名前及びご住所の記入をお願いします。 
なお、本用紙の情報は、個人情報保護の観点から適切に取り扱います。 

2.この用紙に書ききれない場合は、裏面あるいは別のＡ４用紙に記入してください。 
 

  【意見書の送付先】 

〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目 7 番 12 号 

福島ガス発電株式会社 宛 

  【意見書の提出期限】 

    平成 27 年 6 月 22 日（月）［当日消印有効］ 

法人その他の団体にあっては、

法人名・団体名・代表者の氏名 

個人の方は現在お住まいの住

所を、法人その他の団体にあっ

ては、その主たる事務所の所在

地 

 


